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2024年度版

意向確認のお願い お申し込みにあたっては、当パンフレットをご覧いただき、保障内容・保険金額・掛金
等がご自身のご意向にあっているか必ずご確認ください。

プラタナス共済の配当率 約45.3%2022年度までの過去10年平均配当率

「福利厚生」向上に効果的　見舞金・祝金も完備！「福利厚生」向上に効果的　見舞金・祝金も完備！

プラタナス共済
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「1日以上の病気入院」
「5日以上のケガの通院」に見舞金 ※生命保険ではありません。
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・見舞金・祝金は浜松商工会議所が独自に運営する制度であり、生命保険ではありません。
・災害保障特約付団体定期保険の給付対象の傷病は、見舞金の請求はできません。
・見舞金請求申請有効期間は、請求事由発生日から3年以内、祝金申請有効期間は、発生日を含め1年以内とします。
・祝金の給付要件は、加入・増口後6カ月経過していることとします。但し増口の場合は6ヶ月を経過していない
場合は、増口前の口数を給付対象とします。
・ご夫婦ともにご加入いただいている場合、出生祝金はお二人とも請求できます。
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加入者の慶びに祝金 ※生命保険ではありません。3
20歳を迎えられた方・ご結婚された方・お子様が誕生された方に、会議所独自の祝金制度に基づき、祝金を支給します。
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剰余が生じたときは配当金として還元

※2022年度支払実績では、ご負担いただいた掛金の約37.7％を2023年に配当金としてお支払いいたしました。
なお、配当金は、お支払い時期の前年度決算により決定しますので、将来お支払いする配当金額は現時点では確定していません。
（収支決算の結果、配当金が０となる年度もありえます。）
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4
当団体のみで１年ごとに収支計算を行い、剰余が生じた時は配当金としてお支払いいたします。〈団体定期保険〉
当団体の過去10年間の配当実績 ※過去10年の平均配当率は約45.3％です。
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死亡・障がい・入院を、１年間365日・24時間保障1
病気死亡・災害死亡はもとより、不慮の事故による入院および身体の障がいも、
日曜・祝日を含め１年間365日・24時間保障します。〈団体定期保険〉
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掛金は全額損金または必要経費に算入
法人が役員・従業員のために負担した掛金は全額損金に算入できます。
なお、その掛金は役員・従業員の所得税の対象になりません。法人の場合

個人事業主が従業員のために負担した掛金は全額必要経費に算入できます。
なお、その掛金は従業員の所得税の対象になりません。個人事業所の場合

法人の役員・従業員および個人事業主がご自身のために負担された掛金（生計を一にする親族分を含む。）は、所得税法上、災害保障特約部分の保険料および
制度運営費、配当金（相当額）を除いた額が生命保険料控除の対象となります。（法人税基本通達9-3-5・9-3-6の2、所得税基本通達36-31の2、所得税法第37条・第76条）
※記載の税務取扱は、2024年1月現在の税制に基づくものです。今後、税務の取扱が変わる場合もあり、将来を保証するものではありません。

5
法人が負担された掛金は、全額損金に算入できますので、法人税・事業税・住民税が軽減されます。
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保険金・給付金の受け取りは
事業所（事業主）にすることができます。

66

保険金・給付金の受け取り先に事業所を指定することができ、いざという時に会社の慶弔規程を補完すること
ができます。

プラタナス共済の特長

※2022年度支払実績は、2022年4月1日～2023年３月末までの保険期間における収支決算に基づくものです。



保障の範囲は次のとおりです。

保障の内容と月額掛金
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コレラ、腸チフス、パラチフスＡ、細菌性⾚痢、腸管出⾎性⼤腸菌感染症、ペスト、ジフテリア、急性灰⽩髄炎〈ポリオ〉、ラッサ熱、クリミヤ・コンゴ〈Crimean-Congo〉出⾎熱、マールブル
グ〈Marburg〉ウイルス病、エボラ〈Ebola〉ウイルス病、痘瘡、重症急性呼吸器症候群[SARS]（ただし、病原体がベータコロナウイルス属 SARS コロナウイルスであるものに限ります。）
注：新型コロナウイルス感染症（病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス［令和２年１⽉に、中華⼈⺠共和国から世界保健機関に対して、⼈に感染する能⼒を有することが新たに報告されたものに限ります］である
感染症をいいます。）は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に定める次のいずれかに該当する場合は、「対象となる感染症」に含みます。なお期間中に⽀払事由が⽣じても次のいずれにも該当しな
い場合は「対象となる感染症」に含まれません。
(1)⼀類感染症、⼆類感染症または三類感染症 (2)新型インフルエンザ等感染症のうち新型コロナウイルス感染症 (3)指定感染症



被保険者の同意確認（団体定期保険加入・増額・減額時）

お申込締切日と効力の発生日

加入資格

保険期間

掛金のお払込み

保険金等の請求手続き

被保険者証の発行

詐欺取消、不法取得目的による無効または重大事由による解除

保険金または給付金をお支払できない場合〈団体定期保険〉

脱退手続き
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障がい給付金給付割合表
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身体部位の名称などは下記のとおりとなります。
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団体定期保険  契約概要

商品名称

この商品の特徴について

保険金や給付金が支払われる場合について

掛金について

制度からの脱退について

死亡保険金受取人について

配当金について

委託保険会社について

お引受けの条件について
更新

更新
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団体定期保険 注意喚起情報

告知に関する重要事項

加入資格について

ご加入のお申し込みの撤回（クーリング・オフ制度）

保険金・給付金等の支払に関する手続き等の留意事項

 ; https://www.daido-life.co.jp/）

ご契約の責任開始期について

保険金・給付金をお支払いできない場合について

個人情報のお取扱いについて

ご照会について

複数の保険金・給付金等の支払事由に該当する可能性について

生命保険協会における「生命保険相談所」について

https:/ /www.seiho or.jp /

脱退による払戻金について

生命保険契約者保護機構について

https://seihohogo.jp/

お支払い
対象
◎

お支払い
対象外
×

疫病・
不慮の
事故発生

高度
障がい状態
に該当

高度
障がい状態
に該当

疫病・
不慮の
事故発生
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個人情報のお取扱いについて

プラタナス共済 ご加入者向け支援サービス

保険金受取人の個人情報のお取扱いについて

委託保険会社における機微（センシティブ）情報のお取扱いについて

（2024.04-10.000）団-2023-0043-S(2024年1月29日)G6052

担当会社・推進員名

〒432-8501 浜松市中央区東伊場2-7-1
TEL: 452-1117　FAX: 452-6685

Eメール: kaiin@hamamatsu-cci.or.jp

委託保険会社（各保険会社のお問合せ先）

掛金口座振替取扱金融機関

お申し込み手続きについて

大同生命保険株式会社（事務幹事会社） TEL.453-9011
住友生命保険相互会社 TEL.454-4463
メットライフ生命保険株式会社 TEL.452-5911

第一生命保険株式会社 TEL.454-2331
日本生命保険相互会社 TEL.453-8181

アクサ生命保険株式会社（副幹事会社） TEL.453-5926
大樹生命保険株式会社 TEL.455-3113

みずほ銀行
三井住友銀行
りそな銀行
三菱ＵＦＪ銀行

静岡銀行
スルガ銀行
清水銀行

静岡中央銀行
愛知銀行
名古屋銀行

浜松磐田信用金庫
遠州信用金庫

富国生命保険相互会社 TEL.454-9466

「福利厚生」向上に効果的　見舞金・祝金も完備！




